
2017手 2月 25日  自交総連Km労働組合 発行 :教宣部 編集.発行人 岩崎 博

経営者の社会的責任を履行
させるたたかいと春闘要求を

結合 し、『 実 勁 あ る 適 正

化 0活性化で労働条件改
善』を !

2012年 春闘スローガン
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経
営
者
の
社
会
的
責
任
を
履
行
さ
せ
る

た
た
か
い
を
！

３
月
９
日
は

２
０
１
２
年

春
闘
統

一
要
求
提
出
日

２
０
１
２
年
３
月
９
日
は
自
交
総
連
東
京
地
連
の
統

一
要
求
提
出
日
で
す
。
各
単
組

要
求
も
ま
と
め
て
提
出
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
Ｋ

ｍ
労
働
組
合
と
し
て
も
各
支
部
で

要
求
を
と
り
ま
と
め
月
末
の

（
２８
日
）
執
行
委
員
会
で
要
求
の
と
り
ま
と
め
を
し
ま

す
。
２
月
の
７
日
か
ら
９
日
に
か
け
て
地
連
２
０
１
２
年
春
闘
討
論
集
会
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
示
さ
れ
た
春
闘
方
針

（案
）
春
闘
の
位
置
づ
け
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま

す
。

２
０
１
２
年
春
闘
は
、
一雇
用
対
策

。
景
気
対
策
、
経
済

。
金
融
政
策
に
背
を
向
け
、
東

日
本
大
震
災
を
口
実
に
消
費
税
増
税
、
税
と
社
会
保
障
の

一
体
改
革
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ

（環
太

平
洋
連
携
協
定
）

へ
参
加
、
地
域
主
権
改
革
な
ど
、
労
働
者

。
国
民
の
願
い
と
は
裏
腹

に
野
田
民
主
党
政
権
の
構
造
改
革

・
規
制
緩
和
路
線
に
よ
つ
て
、
破
局
に
突
き
進
む
日

本
経
済
と
世
界
同
時
不
況
の
深
ま
り
が
進
行
す
る
な
か
で
闘
わ
れ
る
春
闘
で
す
。

特
定
地
域
に
お
け
る
タ
ク
シ
ト
事
業
が
地
域
に
お
け
る
交
通
の
健
全
な
発
達
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
に
タ
ク
シ
ー
活
性
化
法
が
施
行
さ
れ
て
３
年
目
を
迎
え
ま
す
。
地
域
協

議
会
が
ま
と
め
た
適
正
化

・
活
性
化
の
実
施
状
況
の
検
証
が
行
わ
れ
る
な
か
、
輸
送
の

安
心

・
安
全
、
地
域
貢
献
と
運
転
者
優
位
の
し
く
み
の
確
立
に
む
け
、
労
働
条
件
改
善

要
求
を
柱
に
産
業
別
労
働
協
約
の
締
結
を
め
ざ
す
集
団
交
渉
を
追
求
し
ま
す
。
あ
わ
せ

て
経
営
者
が
利
用
者

。
国
民
に
公
約
し
た
公
共
交
通
機
関
と
し
て
の
経
営
者
の
社
会
的

責
任
を
履
行
さ
せ
る
た
た
か
い
と
春
闘
要
求
を
結
合
し

「実
効
あ
る
適
正
化

・
活
性
化

で
労
働
条
件
改
善
　
２
０
１
２
年
春
闘
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
全
力
で
取
り
組
み
ま
す
。

自
交
労
働
者
の
実
態

東
京
の
ハ
イ
タ
ク
労
働
者
の
２
０
１
０
年
年
収
は
、
厚
生
労
働
省

・
賃
金
構
造
基
本
統

計
調
査
に
よ
る
と
２
６
５
２
時
間
も
働
き
な
が
ら
３
、
４
８
３
、
６
０
０
円
で
前
年
比

で
１
６
９
、
４
０
０
円
減
少
し
、
他
産
業
に
働
く
労
働
者
と
の
格
差
は
依
然
縮
ま
っ
て

い
ま
せ
ん
。
東
旅
協
が
ま
と
め
た
２
０
１
０
年
度

（
２
０
１
０
年
４
月
～
２
０
１
１
年

３
月
）
の
特
別
区

・
武
三
地
区
に
お
け
る
法
人
タ
ク
シ
ー

（全
事
業
者
）
の
輸
送
実
績

は
、
１
日
１
車
当
た
り
３
９
、
９
１
９
円

（税
抜
き
）
で
、
前
年
比
１

・
９
％
増
と
な

り
、
実
車
率
も
３９

・
７
％
と
昨
年
実
績
を
若
千
プ
ラ
ス
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
関
東
運
輸
局
が

「適
正
と
考
え
ら
れ
る
車
両
数
」
か
ら
試
算
し
た
４
８
、
２
２

３
円
に
は
程
遠
い
実
態
で
す
。

「2012年 はたらくみんなの要求アンケー トJ集計結果
自交総連・全労連共同企画で実施されたアンケー トの集計が出来ました。
37組合4,495枚が集約されました。 (抜粋です)

《今の職場c↑満に感じるdD(複数回答)

賃金が安い

有給休暇が取れない

仕事がきつ くて大変

タクシー強盗にあうか心配

労働時間が長い

職場が無 くなるか不安

労働時間が不規貝J

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■70.30%

|れ ない③仕事がきつくて大変だ、など上

機器 。設備費など自己負担が多い ■■■■16.33% 1位の回答は納得せざるを得ない内容にな
|

|つ ていると思います。         1経営者がワンマン

割増賃金が支払われない

■■■■■■■■■■39.78%
■■■■■■■25.05%
■■■■■■■24.69%
■■■■■■21.47%
■■■■■17.71%
■■■■ 16.35

■■■13.79%
■■7.16%

:ア ンケー トの集計結果は,タ クシー乗務員
|

の共通した要求ではないでしょうか ?

企業各社によつて若干の違いはあるので

しょうが、①賃金が安い②有給休暇が取

あ
る
の
な
ら
会
社
を

め
れ
ば
！
』

パ
ワ
ー

ハ
ラ
ス
メ
ン

が
話
題
に
な

つ
て
い

す
。
厚
労
省
は
パ
ワ

ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を

し
ま
し
た
。
同
じ
職
場

で
働
く
者
に
対
し
て
、

務
上
の
地
位
や
人
間
関
係

の
職
場
内
の
優
位
性
を
背
景

に
、
業
務
の
適
正
な
範
囲
を
超

え
て
、
精
神
的

・
身
体
的
苦
痛

与
え
る
又
は
職
場
環
境
を
悪

さ
せ
る
行
為

て
、
冒
頭
の

『
．
．
辞
め
れ

．
．
』
で
す
。　
一
般
的
な

い
方
で
す
が
、
組
合
は
会
社
に

句
を
言
う
機
会
が
い
ろ
い
ろ

り
ま
す
。
春
闘
の
要
求
も
文

と
言
え
ば
文
句
で
す
。
又
イ

ロ
イ
ロ
批
判
を
す
る
こ
と
が
あ

ま
す
。
Ｋ

ｍ
労
組
は
会
社
に

判
的
な
組
合
だ
と
か
言
わ
れ

す
。
し
か
し
会
社
は
面
と
向

っ
て
組
合
に
対
し
て
は

『
辞

れ
ば
』

の
発
言
は
し
ま
せ

。
筋
違
い
な
こ
と
は
誰
に

り
ま
す
。
で
も
、
個
人
に

て
は

『
辞
め
れ
ば
』
攻
撃
を

ま
す
。
ひ
と
時
代
前
の
攻

す
。
旧
態
依
然
と
し
た
業

で
は

「
パ

ワ
ー

ハ
ラ

ス
メ
ン

」
な
ん
て
頭
の
片
隅
に
も

い
の
で
し
よ
う
。
当
社
も
例
外

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
疑
間
は

の
第

一
歩
。
不
平
不
満
は

ら
し
さ
の
証
明
で
す
。
そ
れ

否
定
す
る
こ
と
は
、

「人

辞
め
れ
ば
」
に
等
し
い
言

で
あ
る
こ
と
を
肝
に
銘
じ
る
ベ

で
す
。

素
不
徒
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城東 (台東営業所)だけの話し?
班 (課)を ■0人程度の小グループに分け連帯責任を持たせる目的なのか ?????!
ロッカー室 と仮眠室を分けたため、乗務の為出社すると、着替えてゆつくりす る場所があ りませ
ん。また帰る前に着替えを済ませて雑談をする場所 もあ りません。常連 さんしか利用できない狭い
談話室では乗務員同士のコミュニケーションもままな りません。それでなくても相番 と話 しもした
ことがない、顔も知 らない場合があります。
小グループに分けられた人達の顔 と名前が一致 し無いのが現状です。出番 も違えばシフ トも違 うこ
の集団に何を期待するので しょうか ? 明け番会議同様一銭の足 しにもならない 「会議」でもしろ
と言 うので しょうか ?小集団による労務管理は、昔製造現場で 「ZD運動」などが有 りま したが、
歩合給 とい う厳 しい賃金体系の中で働 くタクシー乗務員は、個々の揚高が 100%賃 金に関連 しま
す。事故も同じ事です。正に自己責任で解決 しなければな りません。勝手に小集団を決めて集団的
に管理することの不合理 くらい実施前に検討 されるべき事です。公然 と批判 されるとすごす ご掲示
物を外 しま した。台東営業所のこの様な試みを痛烈に批判す る文書が届 きま した。以下掲載 しま
す。

能力のない管理者が行 う稚拙な組織運営
台東営業所には1～ 4課まであり、その下には1～ 8班まであります。
そこで管理できないのでグループを作つて乗務員同士に連帯責任を持たせる目的なのか、無能な管理者が楽をしよう
との思いか、馬鹿げた行為に出ました。戦前の日本では隣組を作 り、隣近所に連帯責任をもたせ、密告など義務づけ
住民を監視、管理を行つた事もありました。北朝鮮でもそのようなことが行われているとの報道があります。
連帯責任は、銀座地区の自主規市J違反を連帯責任で規制するなど管理者の責任回避の常套手段です。
私達乗務員はお客様に気を遣い、運転で神経を使い、そして乗務員同士にも神経を使わせる気ですか ?。

タクシー乗務員は自分の責任で賃金を稼ぎ、万が一事故を起こせば自分で罰金を払います。
みんな自己責任で頑張つています。
会社が作ろうとしている組織は、乗務員同士が肩身の狭い思いをし、や りきれなくなる思いをする乗務員が出て来る
ことは目に見えています。                                  ′
Km労組はこの様な管理を許してはいけません。みんなで働きやすい職場を作りましょう。      m.k

掲示板に貼 りだ したグループ分けは旧北千住 (3課 .4課)分を数 日で剥が しま した。残 りの1課2課
分も時を待たずに剥がしました。特に説明もあ りません。そもそもグループ分け自体知 らない乗務
員も居ます。私達が見た掲示物は幻だつたので しょうか !何が したいのや ら、誰が責任を持って決
めたことなのか皆 目解 りません。会社は乗務員の意向を完全に無視 して労務管理など出来ないこと
を知るべきです。責任ある者が納得できる説明をすべきです。

2012年 2月 20日 台東支部より

: ●村上裁判は最終弁論●

Ｔ
剛
Ｌ

:      ★最終弁論です★       三
:日 時 2月 28日 (火)10時 15分～   :
:東京地方裁判所 619号 法廷       :

= 
多数の傍聴をお願いします。        :

長期貸付金の申請は、 2ヶ 月前から受け付けま
す。先着順ではありませんが、なるべく早くお願
いします。毎月25日 が締め切りです。
貸付は翌月 1日 (原則)に実施です。 書記長

●交通違反で信号無視が圧倒的に多いのが現状です。

信号無視は重大事故につなが ります。免許証の無いタ

クシー乗務員は陸に上がったカッパ同然です。

注意一秒怪我一生。免許証は飯の種

どの様なコースで参りましょうか?幡外編)

●乗務員に最終的な走行経路の選択権はありません。●

実際はなかなか難 しいのですが...
青山一丁 目交差点 (ホ ンダ本社前)で乗車を申し込まれ、表参道

交差点までと、行き先を告げられました。
ここで 「どの様なコースで参 りましょうか ?Jと 聞けますか ?

国道 246を 真つ直ぐ走 ります。 「どの様なコースで参 りましょ

うか ?」 なんて聞きます と、おまえはプロか !なんて言われかね

ません。
マニュアル通 りの対応で事足 りるわけではありません。

交差点の何処で止まるかは確認の必要がありますが、もし乗客に

表参道交差点の交番の角に付けてくれ と言われると困ります。

青山三丁 目で右折 して裏道か ら伊藤病院の角の信号に出る事にな

ります。やは り手作 りの対応が求められます。

蜜1筆14曇蘇量底
『
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